
化学物質の取扱い又は製造事業場向け

化学物質規制に関する説明会

【主催】

大阪働き方改革推進支援・賃金相談センター

【お問い合わせ先】
  大阪労働局労働基準部健康課

電話 06-6949-6500
※説明会のお申込みに関するお問い合わせ
大阪働き方改革推進支援・賃金相談センター

電話 06-4792-8205

＜会場参加の方＞ ＜Web参加の方＞

※WEB定員500名(ZOOMオンライン)､
会場定員50名(先着順)

2026年7月14日（火）14:30～16:00

2026年7月16日（木）14:30～16:00

※両日とも内容は同じです。

大阪府社会保険労務士会館 ３階 大会議室
大阪市北区天満２－1ー３０

日    時

会    場

「化学物質規制について」
  大阪労働局労働基準部健康課

※令和６年４月１日施行の新たな化学物質の管理規制のほか、

最近の化学物質関係の規則等の改正、事業場の取組事例等

お申し込みはこちらから

参加
無料

内    容

https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/consultation/osaka/

大阪労働局

【7月14日開催】 【7月16日開催】
＜会場参加の方＞ ＜Web参加の方＞
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